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第１章 計画の目的 
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１ 背景・目的 

 公共施設等の老朽化への対応 
  本市の公共施設等（公共建築物，インフラ）の４０年以上経過した施設の割合は，今

後急増し，２０３０年時点では，公共建築物・橋りょうで約６割，上下水道管渠では約

４割に達するため，改修や建替えが必要となる施設が増加することが見込まれる。 
  市民に安全・安心なサービスを提供するためには，これらの施設を適切なタイミング

で改修・更新を行う必要がある。 
 
 人口減少，超高齢社会などへの対応 
  本市の総人口は，過去５０年間増加し続けており，２０１７年（平成２９年）に約５

２万人でピークを迎え，その後減少に転じるものの，合計特殊出生率の向上，及び本市

と東京圏での人口移動の均衡が実現することにより，２０５０年（平成６２年）におい

ても約５０万人の人口を確保できるものと見通している。 
しかしながら，年齢別の人口の構成比を見ると，老年人口（６５歳以上）の構成比は，

２０１５年（平成２７年）の２３．６％から，２０５０年（平成６２年）には約３７％

へ高まる一方，年少人口（０歳～１４歳）は，１３．７％から約１１％へ，生産年齢人

口（１５歳～６４歳）は，６２．７％から約５２％へと，それぞれ構成比が低下するこ

とが見込まれる。 
 
公共施設等の老朽化や，今後の少子・超高齢化，人口減少の進む中においては，公共

施設等のサービス・機能の見直しを図りながら，将来にわたり真に必要な公共サービス

を提供する必要がある。 
このような中，本市では，市民の誰もが幸せに暮らせ，みんなに選ばれる，持続的に

発展できるまちづくりを進めており，これからの本市の人口規模・構造や，都市活動に

見合った都市の姿として「ネットワーク型コンパクトシティ」を理念として掲げている。 
  本計画では，「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を見据え，拠点化の促進や居

住誘導などの考え方と整合を図りながら，施設の適正配置等を推進することとしており，

今後は，すべての公共施設等を一律同じように更新，または，単に廃止・縮小を進める

のではなく，まちづくりの視点から，必要な公共施設等の長寿命化の推進や，施設の更

新時期に併せた再配置・統合・複合化など，限られた資産を 大限有効に活用すること

により，サービス・機能の充実を図り効果的・効率的なサービス提供ができるよう，こ

れからの時代に合った公共施設等のマネジメントに取り組む。 
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（３）施設群 

分 類 主な施設 

公
共
建
築
物 

庁舎施設群 本庁舎，議会，上下水道局庁舎 
消防施設群 消防局庁舎 

消防署・分署，市街地分団・周辺分団 

集会施設群 出張所 
地区市民センター，地域自治センター 

生涯学習センター，市民活動センター 

総合コミュニティセンター，地域コミュニティセンター， 

コミュニティプラザ，宇都宮市民プラザ 

特定分野のコミュニティ施設 

（青少年活動センター，まちづくりセンター，農業構造改善センタ

ー，農事集会所 等） 

教育施設群 小学校・中学校，子どもの家 

教育センター，上河内学校給食センター，適応支援教室 
保健福祉施設群 福祉施設（福祉センター，老人福祉施設，障がい者福祉施設） 

医療保健施設（保健所，保健センター，診療所） 

保育所 

図書館・文化・観光施

設群 

図書館，図書室 

文化施設（文化会館，美術館） 
観光・レクリエーション施設 
（ろまんちっく村，梵天の湯 など） 

スポーツ施設群 体育館，プール，運動場，冒険活動センター 
公営住宅施設群 市営住宅，身障者住宅 
公園施設群 公園 
環境，生活・衛生等 

施設群 
ごみ処理施設・し尿処理施設・ 終処分場，食肉衛生検査所，墓地・

火葬場 など 

イ
ン
フ
ラ 

道路施設群 舗装 

橋りょう 

河川施設群 河川構造物（護岸，堤防，堰 など） 
上水道施設群 施設（取水場，浄水場，配水場 など），管路 
下水道施設群 施設（処理場，ポンプ場 など），管渠 
生活排水施設群 農業集落排水処理施設，地域下水処理施設，工業団地排水処理施設
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